
報広 №287

平成18年2月１日現在の人口●男1,723人●女1,753人●計3,476人（前月比10）●転入21●転出7●出生1●死亡5●世帯数1,096（前月比2）

平成18年２月10日

月号

当村は、国が今後行う如何なる改革に対しても、常に柔軟に対応できる村の基礎作りのため１月19日、村議
会議員と各行政区長の合わせて27人が矢祭町を視察研修しました。
始めに根本良一町長が、｢今、矢祭町が行っている行財政改革は当然のこと。それを世間では珍しいと騒いで

いる。これはとても悲しいことだ。｣と地方自治行政の低迷を厳しく指摘しました。
意見交換では、矢祭町財政の実態や各施策の成果について質問がされ、その中でも、議員定数に関心が集中し
ました。矢祭町議会は議員自らが条例で議員定数を18人から10人と改め、｢人数の問題ではない。大切なのは議
会としての役割を果たせるかどうかである。｣と指摘。これについて「少なくなれば住民の声が反映されなくな
るのでは？」という質問に対し、町議会は、「今は、電話や車など聞く手段はいくらでも整っている。それに少
ない方が議員として高い意識を持って住民と接することができる。」と答えました。
当村と矢祭町は、産業や生活環境に違いはあるものの、｢自立｣という同じ目標に向け、住民・議会・行政が一
体となって無駄のない村づくりを進めることが必要となります。一人ひとりが問題意識を持ち、如何なる事態に
も対応できる基礎作りの意識が芽生えた視察研修となりました。

『
北
塩
原
村
の
一
年
間
を

外
側
か
ら
み
て
』

〜
民
間
に
負
け
な
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
〜

平
成
15
年
か
ら
２
年
間
、
職
員
の
意

識
改
革
の
た
め
企
業
コ
ン
サ
ル
の
方
か

ら
指
導
を
受
け
て
来
ま
し
た
が
、
そ
の

後
の
一
年
間
を
見
て
き
た
関
田
善
弘
氏

に
評
価
を
し
て
も
ら
お
う
と
１
月
25
日
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
に
て
講
演
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
、
関
田
氏
は
ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯
の

総
括
指
導
責
任
者
お
よ
び
北
塩
原
商
工

会
の
特
産
品
開
発
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

職
員
67
人
中
62
人
が
参
加
し
た
講
演

会
で
関
田
氏
は
、
第
三
者
の
立
場
か
ら

み
て
き
て
感
じ
た
職
員
の
態
度
や
仕
事

に
対
す
る
姿
勢
な
ど
、
職
員
自
ら
は
気

づ
け
な
い
部
分
を
赤
裸
々
に
厳
し
く
指

摘
し
、
改
善
点
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
に
求
め
ら
れ
る

も
の
、
住
民
が
必
要
と
す
る
行
政
に
つ

い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

自
立
三
年
目
を
迎
え
、
今
後
は
ソ
フ

ト
面
の
強
化
を
図
り
、「
一
人
ひ
と
り

の
意
識
改
革
」
を
肝
に
銘
じ
、
職
務
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

▲これからの行政のあり方について
話す関田氏

矢
祭
町
の
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
話
す
根
本
良
一
町
長

（
左
か
ら
二
人
目
）



広報きたしおばら ②

村職員・特別職の給与のあらまし
村職員の給与は人事院勧告や県の人事委員会勧告に基づいています。四役、議員の給与・報酬額は特別職報酬審

議会等の答申により、村議会で審議を経て決定され、支給されます。
村職員の給与や職員数についてお知らせします。

平
成
16
年
度
一
般
会
計
決
算
及
び
平
成
17

年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
の
給
与
費
の
状
況

は
「
表
１
」
・
「
表
２
」
の
と
お
り
で
す
。

平
成
14
年
１
月
１
日
か
ら
村
長
、
助
役
、

収
入
役
及
び
教
育
長
の
給
料
月
額
の
５
％
削

減
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
17
年
４
月
１

日
か
ら
村
長
の
給
料
月
額
を
20
％
、
助
役
・

収
入
役
・
教
育
長
を
５
％
、
議
会
議
員
の
報

酬
額
の
10
％
減
額
を
実
施
し
、
さ
ら
な
る
人

件
費
の
抑
制
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。（「
表

10
」
参
照
）

職
員
給
与
は
、「
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
」
に
よ
り
給
料
表
が
定
め
ら
れ
支
給
さ

れ
て
お
り
、
平
成
17
年
４
月
１
日
現
在
の
状

況
は
「
表
３
」・「
表
４
」
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
国
家
公
務
員
の
給
与
を
１
０
０
と

し
た
場
合
の
村
職
員
の
給
与
水
準
を
表
す
指

数
（
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
）
は
「
87
・
６
」

と
昨
年
に
続
き
、
県
内
で
最
も
低
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。（「
表
６
」
参
照
）

・
期
末
・
勤
勉
手
当
（「
表
２
」・「
表
５
」
参

照
）
民
間
企
業
の
ボ
ー
ナ
ス
に
相
当
す
る

手
当
で
す
。

支
給
割
合
は
、
国
・
県
と
同
じ
で
す
。

（「
表
５
」）

・
そ
の
他
の
手
当

こ
の
ほ
か
超
過
勤
務
手
当
や
扶
養
手
当
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
要
件

に
該
当
し
た
時
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（表１）平成16年度人件費の状況（一般会計決算）
住民基本台帳人口
（Ｈ17年3.31現在）

3,478人
※人件費には、特別職に支給される給料、各委員の報酬等を含みます。

3,357,649 576,052 17.16％ 589,375

歳出額① 人件費②
人件費率
（②／①）

（参考）15年
度の人件費

（表２）平成17年度職員給与費の状況（一般会計予算）
職員数
（A）

区分
一般行政職
技能労務職

平均給与月額
309,400円
258,700円

平均年齢
42歳10月
54歳11月

62人 225,426 34,130 87,770 347,326 5,602

給与費
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

一人当たりの
給与費（Ｂ/Ａ）

※平成17年当初予算に計上された額で退職手当は含みません。

単位：千円

（表３）職員の平均給与月額及び平均年齢の状況
（平成17年４月１日現在）

単位：千円

（表４）職員の初任給の状況

（表５）職員の期末・勤勉手当 （表６）過去５年間のラスパイレス指数の推移

（表７）一般行政職の級別職員数の状況

（表９）過去10年間の職員数の推移

ラスパイレス指数
平成17年平成16年平成15年平成14年平成13年 県内町村平均

全国町村平均
福島県

87.6 88.1 93.3 93.3 94.5

93.6
93.7
99.9

区分

区分
６月期
12月期
計

区分

区　分 平成17年度
53
14
67

平成16年度
53
16
69

平成15年度
55
16
71

平成14年度
62
16
78

平成13年度
60
17
77

平成12年度
62
19
81

平成11年度
61
20
81

平成10年度
61
20
81

平成９年度
63
19
82

平成８年度
64
19
83

一般行政
教育部門
職員数計

職員数 ２人 ９人 ５人 12人 10人 ５人 5人 ０人 48人
構成比 4.2％ 18.8％ 10.4％ 25.0％ 20.8％ 10.4％ 10.4％ 0.0％ 100.0％

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
代表的な
職種

主事補
技師補

主事
技師

副主査
副技査

班長
主査
技査

班長
主任主査

課長
主幹

課長 参事
計

期末手当
1.40月分
1.60月分
3.00月分

勤勉手当
0.70月分
0.75月分
1.45月分

大学卒
高校卒

一般行政職
決定初任給 採用２年経過後
170,200円 183,800円
138,400円 148,000円

技能労務職
決定初任給 採用２年経過後

─ ─
131,500円 140,300円

（平成17年12月１日現在）

（各年４月１日現在） （参考）平成17年の状況

（平成17年４月１日現在）

※一般行政職の職員数は17年４月１日現在の職員数合計（67人）から税務職（５人）、保健師（2人）、幼稚園教
諭（８人）、社会教育主事（１人）、労務職（３人）を除いたものです。

四
役
・
議
員
　
報
酬
を
削
減

[

給
　
料]

県
内
で
最
も
低
い
水
準
の
職
員
給
与

[

諸
手
当]

（平成17年12月１日現在）

※職務の級による加算措置有り。

人
件
費
の
状
況

職
員
給
与
の
状
況

（表10）特別職の給料（報酬）の状況

区　分 区　分
給　料　月　額 報　酬　月　額

基本額 基本額支給額 支給額差　額 差　額

村　長

助　役

収入役

教育長

議　長

副議長

議　員

703,000円

563,000円

528,000円

528,000円

261,000円

211,000円

190,000円

562,400円

534,850円

501,600円

501,600円

234,900円

189,900円

171,000円

140,600円

28,150円

26,400円

26,400円

26,100円

21,100円

19,000円

給料（報酬）月額の1.15倍の額に
次の支給期別に応じた率を乗じた額

6月期 1.60月分
12月期 1.75月分

3.35月分

期末手当

（平成17年12月１日現在）

（表８）労務職の級別職員数の状況

区分 １級 ２級 ３級
代表的な
職種

用務員
労務員 技能員 主任

労務員
職員数 3 0 0
構成比 100.00％ 0.00％ 0.00％

（平成17年４月１日現在）

（平成17年４月１日現在）



③ 広報きたしおばら

平
成
17
年
分
か
ら
消
費
税
が
変
わ
り
ま
し
た

消
費
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
事
業
者
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て

平
成
17
年
分
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で

す
。

消
費
税
の
事
業
者
免
税
点
が
、
課
税
売
上
高
３
千
万
円
か
ら
１
千

万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

従
っ
て
、
平
成
17
年
分
の
基
準
期
間
で
あ
る
平
成
15
年
分
の
課
税

売
上
高
が
１
千
万
円
を
超
え
て
い
る
個
人
事
業
者
の
方
は
、
平
成
17

年
分
に
お
い
て
課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
新
た
に
課
税
事
業
者
と
な
る
方
は
、「
消
費
税
課
税
事
業
者

届
出
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
未
提
出
の
方
は
所

轄
の
税
務
署
に
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
の
上
限
が
５
千
万
円
（
改
正
前
２
億
円
）
に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。

従
っ
て
、
平
成
17
年
分
の
基
準
期
間
で
あ
る
平
成
15
年
分
の
課
税

売
上
高
が
５
千
万
円
を
超
え
て
い
る
個
人
事
業
者
の
方
は
、
平
成
17

年
分
に
つ
い
て
は
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
場
合
、
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
課
税
仕
入
れ
等
の
事
実
を
記
録
し
た
帳
簿
及
び
課
税
仕

入
れ
等
の
事
実
を
証
す
る
請
求
書
等
の
両
方
の
保
存
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

不
明
な
点
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
の
引
き
下
げ

①
事
業
者
免
税
点
の
引
き
下
げ

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

の

相
談
の
時
期
で
す



広報きたしおばら ④

全国で相次ぐ小中学生を狙った声掛け事件に対し、学校や保護者
とともに犯罪に立ち向かおうと、各地区の長寿会は、見守り隊を結
成しました。
長寿会は、子どもたちの下校時間に合わせ、奉仕活動の一環とし
て自主的に取り組んでいます。そんな長寿会の方に対し子どもたち
は、「こんにちは、ご苦労様です。」と明るくあいさつをするなど、
今まで以上にコミュニケーションが図れるとのこと。
北山長寿会長の内海さんは、「長寿会だけでは限界がある。これ

からは、皆さんの協力が必要となってくる」と話していました。
村の「宝」である子どもたちを犯罪から守るため、地域の方々と
の絆をさらに深くし、「地域繁栄」に力を注いでいきましょう！

平成18年４月から介護保険が変わります④
～所得等に応じた介護保険料の設定が、「５段階」から「６段階」となります～
65歳以上の方の介護保険料は、所得等に応じて保険料を設定していますが、保険料の負担に大きな開きがみ
られる「第２段階」について見直しが行われます。

割り増し

本人が住民税を
納めている方

本人が
住民税
非課税の方

割り増しの保険料を
支払う方

基準額を
支払う方

軽　減

世帯全員が住民税非課税

保険料が軽減される方

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階

生活保護、
老齢福祉
年金受給者

世帯全員が
住民税
非課税

本人が
住民税
非課税

基準額×0.5 基準額×0.75 基準額×1.0 基準額×1.25 基準額×1.5

本人の合計
所得が

200万円未満

本人の合計
所得が

200万円以上

次のように変わります

第１段階 新第２段階 新第３段階 新第４段階 新第５段階 新第６段階

基準額×0.5 基準額×0.5 基準額×0.75 基準額×1.0 基準額×1.25 基準額×1.5

本人の合計
所得が

200万円以上

本人の合計
所得が

200万円未満

本人が
住民税
非課税

生活保護、
老齢福祉
年金受給者

年金収入および
所得等の合計
が80万円以下

年金収入および
所得等の合計
が80万円超

現在と
同じです

新第２段階に該当
する方は介護保険料
が軽減されます

現在と
同じです

現在の制度による
年金からの徴収範囲

老齢基礎年金
旧法律の
老齢年金・
退職年金

新たな制度による
年金から徴収範囲

老齢基礎年金
旧法律の
老齢年金・
退職年金

遺族年金障害年金

年金から天引きしている介護保険料
の徴収範囲が、「遺族年金・障害年金」
にも拡大されます。

▲雪の中でも自主的に活動する北山長寿会の
皆さん



⑤ 広報きたしおばら

☆材料　
じゃがいも …300ｇ（約２個）
薄力粉……………………100ｇ
塩……………………ひとつまみ
シーチキン（缶詰）………30ｇ
とけるチーズ ……………30ｇ
バター………………………適量

じゃがいもは洗ったら
軟らかくなるまで茹で
ます。皮をむいてつぶ
し、あら熱がとれたら
薄力粉と塩を加えて練
り、等分して丸めます。

point1
point2

☆中に入れる具は、ハム
とコーン、野沢菜と白
ごまなど、いろいろと
工夫してみましょう。

☆じゃがいもは電子レン
ジで軟らかくしても良
いでしょう。

フライパンにバタ
ーを熱し、 を並
べて中火で両面を
焼き色がつくまで
焼きます。

シーチキンは汁気
を切ってチーズと
混ぜ合わせ、 で
包み、円盤の形に
します。

生活習慣を見直そう!① ～運動習慣編～

前回のメタボリックシンドロームチェックの結果はどうでしたか？
メタボリックシンドロームは生活習慣を変え、内臓脂肪を減らすことで改善できます。
今回は運動習慣を見直してみましょう。

チェック項目が多いほど運動不足
の傾向があります。

□仕事は座ったままが多い。
□歩くときはのんびり歩く。
□家でゴロゴロしているのが好き。
□掃除は週に１～２回。
□近所でも車で行く。
□階段は使わず、エレベーター
等を使う。

日常生活に少しずつ運動習慣をとり入
れ、意識して身体を動かしましょう。

①姿勢良く、さっそうと歩く。
②買い物などではなるべく遠く
に駐車し、歩く時間を増やす。

③階段を積極的に使う。
④家でゴロゴロせず、家事の手
伝いや散歩などで少しでも体
を動かしたり、外に出かける。

日常生活での消費エネルギー量の目安
（10分間）

料理をつくる
身じたく
ゆっくり歩く
自転車をこぐ
急ぎ足で歩く
掃除・ぞうきんがけ
布団の上げ下ろし
階段をのぼる

１４ｋcal
１５ｋcal
２２ｋcal
３６ｋcal
４５ｋcal
４５ｋcal
４５ｋcal
７５ｋcal

村内の各幼稚園では１月12日（大塩）、13日（北山・裏磐梯）に、世
代間交流事業の一環として、長寿会のおじいちゃん、おばあちゃんと一
緒に五穀豊穣・無病息災を願って「だんごさし」を行いました。
園児たちは、だんごさしの意味について長寿会の方から学び、白や赤、
緑色のだんごを丸め、
他にも亀や野菜等の
形をしただんごを創
造性豊かに作り、ミ
ズキの木を華やかに
飾り付けました。
最後に、みんなで

丸めただんごと長寿
会の方が作ってくれ
た豚汁で楽しい昼食
をとり、異世代の交
流を図りました。

▲だんごと豚汁で楽しく会食しました。

▲おじいちゃん、おばあちゃんありがとうございました

コ
ネ
コ
ネ
・
コ
ネ
コ
ネ

み
ん
な
真
剣
で
す
。



●
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

（
午
前
０
時
）
現
在
で
運
輸
支
局
に

登
録
さ
れ
て
い
る
名
義
上
の
所
有
者

（
割
賦
購
入
の
場
合
は
使
用
者
）
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

●
例
年
、「
持
っ
て
い
な
い
車
の
納

税
通
知
書
が
き
た
」、「
納
税
通
知
書

が
こ
な
い
」
等
の
多
く
の
ト
ラ
ブ
ル

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

●
納
税
通
知
書
が
間
違
い
な
く
届
く

よ
う
に
、
住
所
を
異
動
し
た
と
き
や
、

自
動
車
を
譲
り
渡
し
た
り
、
下
取
り

に
出
し
た
り
、
廃
車
に
し
た
と
き
は
、

３
月
31
日
ま
で
に
運
輸
支
局
で
登
録

手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局

県
税
部
課
税
第
二
グ
ル
ー
プ

０
２
４
２
・
29
・
５
２
６
１

地
域
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
事
業
で
は
、

魅
力
あ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た

め
に
民
間
団
体
等
が
行
う
、
地
域
の

特
性
を
生
か
し
た
地
域
づ
く
り
活
動

を
支
援
し
ま
す
。

■
対
象
事
業

地
域
特
性
を
生
か
し
た
広
域
的
、

先
進
的
及
び
先
駆
的
な
事
業
で
特

に
効
果
が
あ
る
事
業

■
対
象
者

地
域
づ
く
り
団
体
等
の
民
間
団
体

■
補
助
率

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
下

（
限
度
額
あ
り
）

■
申
込
方
法

所
定
の
用
紙
に
よ
り
、
会
津
地
方

振
興
局
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間

平
成
18
年
４
月
17
日
（
月
）
〜

平
成
18
年
５
月
12
日
（
金
）

※
事
業
補
助
の
可
否
通
知
は
６
月
下

旬
の
予
定
で
す
。

※
申
請
書
は
、
会
津
地
方
振
興
局
ま

た
は
福
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左

記
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

h
ttp://w

w
w
.pref.fukush

im
a.jp/

ch
iiki-ah

in
/in
d
exh
tm
.h
tm

■
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
地
域

づ
く
り
・
商
工
労
政
グ
ル
ー
プ

０
２
４
２
・
29
・
５
２
９
２

広報きたしおばら ⑥

村
で
は
、
高
等
学
校
に
通
学
す
る

生
徒
を
持
つ
保
護
者
の
皆
様
の
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
通
学
バ
ス
定
期
券

購
入
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

■
補
助
対
象
路
線

磐
梯
東
都
バ
ス
が
運
行
す
る
路
線

「
喜
多
方
駅
〜
五
色
沼
入
口
線
」

「
猪
苗
代
駅
〜
桧
原
線
」

◎
現
在
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

補
助
金
交
付
申
請
は
年
度
に
て
更

新
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
新
た
に
利
用
し
た
い
方
へ

役
場
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
４
月
に
入
学
さ
れ
る
方
へ

役
場
よ
り
申
請
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

企
画
政
策
課
　

23
・
３
１
１
１

最
近
、
新
聞
広
告
・
新
聞
折
込
み

の
チ
ラ
シ
・
週
刊
誌
及
び
雑
誌
な
ど

に
低
利
・
保
証
人
な
し
・
即
融
資
・

安
全
確
実
・
レ
デ
ィ
ス
専
用
な
ど
う

た
い
文
句
に
し
、
広
告
を
出
し
て
い

る
悪
質
な
業
者
が
い
ま
す
。

通
学
バ
ス
定
期
券
購
入

補
助
の
お
知
ら
せ

融
資
保
証
金
詐
欺
の
疑

い
の
あ
る
金
融
業
者
の

融
資
広
告
に
注
意
！

一
、
税
額
（
税
率
）
の
改
正

①
宿
泊
し
た
入
湯
客
一
人
一
泊
に
つ

い
て
150
円

②
日
帰
り
の
入
湯
客
一
人
に
つ
い
て

75
円

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

二
、
罰
金
刑
額
の
改
正

①
帳
簿
（
宿
帳
）
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く

記
載
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の

記
載
を
し
た
場
合
の
罰
金
が
、
３

万
円
か
ら
30
万
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

三
、
こ
の
条
例
は
平
成
18
年
３
月
１

日
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
さ
れ
て

い
る
方
に
は
、
２
月
初
旬
に
申
告

書
等
の
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

３
月
分
（
３
月
１
日
か
ら
３
月
31

日
ま
で
の
入
湯
者
）
の
入
湯
税
申

告
時
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

財
務
政
策
課
　
税
務
班23

・
３
１
１
４

入
湯
税

条
例
改
正
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
コ
ー
ナ
ー

地
域
づ
く
り
応
援
事
業
で
は
、「
会

津
は
ひ
と
つ
」
の
認
識
の
も
と
、
地

域
全
体
の
連
帯
意
識
を
醸
成
し
、
住

民
参
加
や
民
間
活
力
に
よ
り
地
域
振

興
の
実
現
に
寄
与
す
る
活
動
を
支
援

し
ま
す
。

■
対
象
事
業

地
域
の
一
本
化
・
地
域
の
個
性

化
・
地
域
活
性
化
に
、
特
に
効
果

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
広
域
的
な

波
及
効
果
の
あ
る
ソ
フ
ト
事
業

■
対
象
者

地
域
づ
く
り
団
体
等
の
民
間
団
体

■
補
助
率

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
下

（
限
度
額
１
０
０
万
円
）

■
申
込
方
法

所
定
の
用
紙
に
よ
り
、
企
画
政
策

課
企
画
総
務
班
分
室
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切

３
月
10
日
（
金
）

※
事
業
補
助
の
可
否
通
知
は
５
月
下

旬
の
予
定
で
す
。

※
申
請
書
は
、
企
画
政
策
課
ま
た
は

あ
い
づ
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.aizu-furusato.com

■
問
い
合
わ
せ
先

企
画
政
策
課
企
画
総
務
班
分
室

23
・
３
１
１
２

「
自
動
車
の
登
録
（
移

転
・
変
更
・
ま
っ
消
）

は
お
済
み
で
す
か
？
」

福
島
県

地
域
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト

事
業

あ
い
づ
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏

協
議
会
地
域
づ
く
り
応
援
事
業

昨
年
は
、
喜
多
方
警
察
署
管
内
で
、

18
件
の
融
資
の
誘
い
が
あ
り
、
４
件

総
額
２
０
５
万
円
の
被
害
が
あ
り
ま

し
た
。

損
を
し
て
ま
で
も
貸
し
て
く
れ
る

と
い
う
業
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ま

い
話
、
有
利
な
話
ほ
ど
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

喜
多
方
警
察
署
総
合
相
談
係

22
・
５
１
１
１



⑦ 広報きたしおばら

桧
原
　
　
佐
々
木
キ
ミ
子

大
久
保
　
冨
田
供
子

下
川
前
　
星
　
保
美
子

狐
鷹
森
　
宮
野
玉
枝

北
山
　
　
佐
藤
裕
子

大
塩
　
　
穴
沢
エ
ミ
子

曽
原
　
　
大
森
カ
ツ
子

大
塩
　
　
渡
部
豊
子

曽
原
　
　
和
田
　
　

大
塩
　
　
鈴
木
昭
子

羽
入
幸
恵

高
畑
か
お
り

山
本
由
江

内
海
怜
子

千
葉
達
子

中
川
意
子

佐
野
雅
子

剣ヶ峯地区の
民生委員・児童委員に
佐藤憲二 氏

昨
年
４
月
よ
り
欠
員
と
な
っ

て
お
り
ま
し
た
裏
磐
梯
剣
ヶ
峯

地
区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

に
「
佐
藤
憲
二
氏
」
が
委
嘱
さ

れ
、
１
月
13
日
、
村
長
室
に
て

高
橋
村
長
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
並
び
に
県
知
事
か
ら
の

委
嘱
状
の
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
任
期
は
平
成
18
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
19
年
11

月
30
日
（
故
吉
田
勝
男
氏
の
残
任
期
間
）
と
な
り
ま
す
。

そばで村おこし ～大塩高原手打ちそば伝承会～
高橋　善美さん（大塩）

減反や農業後継者の不足などで荒廃した田畑を生かそう、さらに
は地域の活性化に繋げようと、『そばで村おこし』と立ち上がった仕
掛け人の一人が、高橋善美さんです。
善美さんは、昨年４月に大塩高原手打ちそば伝承会を五十嵐力雄

さん（現会長）と企画し立ち上げました。「自分の田畑にそばを植え
収穫し自分の工房でそばを打つ。これが伝承会の基本であり目標で
す」と善美さんは話します。自宅に工房『マルナカ』をオープンし、
そば打ちを始めてまだ３ヶ月の善美さんは、「俺なんかまだまだだ
よ。大塩には名人がたくさんいるからね。でもそばに愛情をたっぷ
り注いで、自分らしいそばを打ちたい。そしていつかは自分が打っ
たそばを目的にお客さんが来てくれれば幸せだね。」と日々奮闘中。
昨年の年越しそばは家族や親戚、ご近所に大好評だったそうです。
善美さんは、そば打ちだけにとどまらず、伝承会を全国に宣伝す

るためにホームページも開設しています。常に新しい情報を掲載し、
今では自分のブログ（ネット上の日記）まで手懸けるほど！本業で

もある靴下等の製造業（ＹＴプロダクツ）でも、この技術を発揮しネットを利用して販売しています。
常に前進することをモットーとしている善美さんに、これからの目標を聞いたとこ

ろ「都会の方に田畑を貸して、実際にそばの生育・収穫・そば打ちを体験できるよう
なものを作ってきたい。他にも、裏磐梯のペンションの方々と協力して、宿泊された
お客様の体験メニューの一つにそば打ちも取り入れるなどの連携を創っていければい
いよね！」これからの伝承会が楽しみです！
■問い合わせ先：０２４１ー２４ー４１８８（五十嵐力雄会長宅）
■ホームページアドレス：http://www3.ocn.ne.jp/̃ytpro/soba.html

第59回

▲自宅に「工房マルナカ」をオープン！
心機一転でそば打ちに励みます。



広報きたしおばら ⑧

今
月
の
納
税
な
ど

今
月
の
行
政
相
談

２
月
24
日（
金
）午
前
10
時
〜
午
後
３
時

大
塩
活
性
化
セ
ン
タ
ー

33-

２
４
０
６

行
政
相
談
委
員
　
　
　
遠
藤
聖
一
郎

上
下
水
道
使
用
料

１
月
分

下
水
道
受
益
者
分
担
金

４
期
分

国
民
年
金

２
月
分財務政策課　乾　　澄子

【
み
ん
な
の
保
健
室
】

★
日
　
時：

３
月
３
日（
金
）・
14
日
（
火
）

10
時
〜
11
時
30
分

場
　
所：

ラ
ビ
ス
パ
裏
磐
梯

内
　
容：

血
圧
測
定
、
骨
量
測
定
、
体

脂
肪
測
定
な
ど

【
リ
ハ
ビ
リ
く
ら
ぶ
（
旧
機
能
訓
練
教
室
）】

★
日
　
時：

３
月
15
日
（
水
）

14
時
〜
15
時
30
分

場
　
所：

村
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
参
加
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

お
誕
生
お
め
で
と
う
！

平
成
18
年
１
月
１
日
〜
１
月
31
日
ま
で
届
出
分

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

鈴
木
ひ
か
る

英
司

松
陽
台

（
男
・

）

赤
ち
ゃ
ん
の
名
前

・
性
別
・
保
護
者
名
・

地
区
名

鈴
木
キ
ヨ
ミ
（
大
典
・
母
）
大
久
保

嘉
数
　
　
淳
（
孝
仁
・
子
）
大
塩
中
区

五
十
嵐
利
光
（
光
喜
・
父
）
大
久
保

猪
俣
ハ
ル
ノ
（
要
一
・
母
）
関
　
屋

武
藤
キ
ヨ
ノ
（

寛
・
母
）
北
山
二
区

北塩原村役場
企画政策課

〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151番地 0241（23）3111 Fax 0241（25）7358
ホームページアドレス●http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp   メールアドレス●info@vill.kitashiobara.fukushima.jp

編集
発行

休日当番医

みつはし医院……… 2 1 - 1 3 1 1

三浦産婦人科医院… 2 2 - 0 2 9 3

山田産婦人科医院…… 2 2 - 6 3 0 0

ゆうゆうクリニック… 2 2 - 2 1 1 1

第二次救急当番医

鳴瀬病院…………… 2 4 - 3 3 3 3
有隣病院…………… 2 4 - 5 0 2 1
佐原病院…………… 2 2 - 5 3 2 1
県立喜多方病院…… 2 2 - 2 1 8 1

第２次救急当番医は、休日・夜間に入院治療を必
要とする重症患者の救急医療体制です。

皆さんご存知でしたか？南東北病院は、東北トップクラスの総合病院 優秀な医師が多く勤
務しています。そんな先生方が裏磐梯診療所では毎日診察を行っています。
村民の皆さんに先生方のことを知っていただきたく今回診療所の医師をご紹介します！

◆ 大原　宏夫 医師 ◆

◆ 太田　　淳 医師 ◆

・出　身：福島県
・専門診療科：脳神経外科
・ひと言：高血圧・糖尿病・

めまいなど多くの
分野で対応してい
きたいと思います。
精密検査について
は南東北病院です
ることも可能です。
よろしくお願いし
ます。

・勤務日：毎週水曜日

・専門診療科：小児
心臓血管外科

・勤務日：第２、４木曜日

◆ 仲野　雅幸 医師 ◆
・出　身：福島県
・専門診療科：脳神経外科
・ひと言：裏磐梯診療所は最

高の医療の玄関口
です。上手にご利
用ください。

・勤務日：第１、３金曜日勤務

◆ 笹沼　仁一 医師 ◆
・出　身：福島県
・専門診療科：脳神経外科
・ひと言：健康管理という面

で貢献したい
・勤務日：第１、３火曜日勤務

◆ 伊橋　健治 医師 ◆
・出　身：東京都
・専門診療科：総合診療科

心臓外科
・ひと言：今後ともよろしく

お願いします。無
理せず規則正しい
生活を心がけてく
ださい。

・勤務日：第２、４火・金曜日
第１、３木曜日

ということでした。

裏磐梯診療所では、MRI・CT
の検査が必要な方を水曜日限定
で南東北病院へ送迎しています。
今後も多くの方に利用しても

らえるよう、実際に体験した患
者様の声を掲載しましたのでお
聞きください。

■問い合わせ先　南東北裏磐梯診療所 32－２００９


